
介護保険住宅改修と
宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業

について

宮崎市介護保険課

1

【事例編】

住宅改修適正化研修



くつ箱が壁や床に固定さ
れていれば対象内です。

玄関

●手すり（靴着脱・上がり框昇降・移動時使用）
　
　『いつもくつ箱につかまって移動しているからくつ箱に手すり　
　　を取り付けたい。』
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同じ箇所であっても身体状況に合わない場
合、住宅改修の申請は可能です。

やり直しに対して、再度住宅改修の申請を行
うことはできません。

●踏み台（上がり框の段差解消のため）
　幅１ｍ以内が対象となり、１ｍを超えた分は対象外です。
　　　

『亡くなった夫が住宅改修で取り付けた踏み台の高さが高いの
で、自分に合った踏み台を取り付けたい。』

玄関
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『改修後、使ってみたら狭くて使いづらい。広いものに取り替えたい。』



幅１ｍで対象者の敷地内であれば対象です。

屋外
●通路の整地

幅１ｍ
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幅１ｍ以内が対象となり、１ｍを超えた分は対象外です。

『玄関前の通路が砂利です。転んでしまったので整地したい。』



屋外
●スロープ作成
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『スロープと階段どちらも作りたい。』

現在の身体状況に合った改修のみが対象となります。



スロープ勾配は１／８～１／１２程度を推奨しています。

屋外

　●スロープ作成
　　『スロープはどのくらいの勾配が理想？』
　　『業者から提出された立面図ではスロープ勾配が１／５ですが大丈夫？』
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対象者の移動方法を確認の上、
勾配を決めてください。



側面のスロープ化は転倒リスクがあり危険です。

扉開けてすぐスロープは危険です。

その他
　　
『勝手口にスロープを付けたい。』

『移動しやすいように側面もスロープ状にしたい。』

屋外
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トイレ

●手すり（立ち上がり、衣類の着脱、移動時）
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立ち上がり用の手すりの位置は大丈夫ですか？
立ち上がりにくくないですか？



現況のトイレが和式であれば対象となります。

●便器の取替え

対象内：和式→洋式（温水洗浄付き）
　
対象外：洋式（温水洗浄なし）→洋式（温水洗浄付き）

トイレ
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和式から洋式への取替えのみ対象となります。

『家のトイレを温水洗浄便座にしたい。』

●温水洗浄便座



浴室

●浴槽出入り用の手すり設置

　立って跨ぐ　　　　　　　　　　　座って跨ぐ
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対象者の敷地内の手すりは対象となりますが、家族の敷地内の手
すりは対象外となります。

●家族の住宅までの手すり
　　
　　　『隣の家族宅にお風呂を借りています。
　　　　家族宅の浴室までの移動の手すりはどこまで対象になりますか？』
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家族の敷地対象者の敷地



その手すり本当に必要ですか？　長さは大丈夫ですか？

①隅から隅までの手すり　　　　　　　　　②同じ柱に３本以上の手すり

廊下など
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●扉の変更

　　『部屋のドアを開き戸から引き戸に換えたい。』

開き戸から引き戸への変更は対象です。しかし、引き戸か
ら引き戸への変更は原則対象外になります。

居室
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滑りの防止や、移動の円滑化を目的としていると判断
できる場合には、対象となります。

●床材の変更

　　　　『屋内で車椅子を使用するため、畳からフローリングに変更したい。』

　　　　『転倒のリスクが高いため、衝撃緩和機能が付いた畳を張りたい。』

居室
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老朽化を理由とした改修は対象外となります。

居室

●床材の変更

　　　『家が古くなってきたので、新品の畳に張り替えたい。』
　　　『フローリングが古くて汚れているので、
　　　　新品のフローリングに替えたい。』
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汽車式トイレの段差解消に伴う付帯工事は、
段差部分の壁のみが対象です。
腰壁の改修は対象外となります。

その他

手すりの下に物を置いていませんか？
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アンケートへのご回答をお願いします。

・アンケートへの回答受付をもって、
　研修への参加完了とさせていただきます。

・研修動画は全部で４編あります。
　「基礎編」「手続き・書類編」「応用編」もご受講ください。

・アンケート内容は、
　「基礎編」「手続き・書類編」「事例編」「応用編」
　全て共通ですので、全て受講した後に１人１回だけ
　ご回答ください。
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【アンケート用ＱＲコード】

【アンケート用ＵＲＬ】https://logoform.jp/form/HxnK/796576


